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再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

東 山 広 報 板
◯問＝問い合わせ先　
◯申　＝申し込み先

東山区役所 〒605‒8511  清水５丁目130-6
☎ 561-1191(代表)   541-9104

「京都いつでもコール」市政情報総合案内コールセンター　午前８時～午後９時（年中無休）
電話661-3755　FAX661-5855 ※かけ間違いにご注意ください。

電子メール（以下のホームページから）
パソコン http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html　携帯電話 http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

●　相　談　●
弁護士による無料法律相談
　日時　毎週水曜日（祝日を除く）
　　　　午後１時15分～３時45分
　　　　（お１人20分以内）
　受付　午後１時～３時20分
　場所　区総合庁舎２階地域力推進室相談室
　定員　７名（先着順）
行政相談委員による無料行政相談
　日時　10月２日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　場所　区総合庁舎２階地域力推進室相談室

●　　税　　●
家屋の新増築若しくは滅失並びに土地の用途変
更等について
　固定資産税は、家屋及び土地の現況に応じて
課税しています。家屋を新築及び増改築または
取り壊した場合や、土地の利用方法を変更した
場合などには、翌年度の固定資産税が変更され
ることがあります。該当する場合は、物件の所
在する区役所または支所の固定資産税担当課ま
でご連絡ください。
問＝課税課固定資産税担当（☎５６１-９３７８）
市・府民税の年金からの特別徴収について
　今年の４月１日までの１年間で65歳になられ
た年金受給者のうち、年金所得に係る市・府民
税の税額のある方は、10月から市・府民税の公
的年金からの特別徴収（引き落とし）が始まり
ます。
　日本年金機構などの年金保険者が、２カ月ご
との年金支給の際に引き落とします。引き落と
しになる方は、さきにお届けしております納税
通知書でご確認ください。
　すでに年金から特別徴収されておられる方や
今回から対象になる方で、次の方は年金からの
引き落としが中止となり、納付書や口座振替で
お支払いいただくことになります。
・市外転出などにより、京都市の住民登録がな
くなった方
・所得額や控除額の変更などにより、課税内容
に変更が生じた方
・京都市の介護保険料を公的年金から引き落と
しされなくなった方
・公的年金の支給が停止されたり、年金受給権
に担保が設定された方など
問＝課税課市民税担当（☎５６１-９３７６）

●　保険年金　●
国民健康保険（国保）の加入の届出は14日以内に
　職場の健康保険などの加入者とその被扶養
者、生活保護受給者、後期高齢者医療の被保険
者以外は、国保に加入しなければなりません。
次の場合は、14日以内に加入の届出を行って
ください。
①他の市町村から転入したとき
②退職などで、職場の健康保険や国保組合をや
めたとき
③生活保護を受けなくなったとき
④国保の加入者に子どもが生まれたとき
　加入の届出が遅れても、保険料は①～④に該
当した月までさかのぼって（最長２年間）納め
ていただくことになります。また、その間の医
療費は原則全額自己負担となります。
問＝保険年金課資格担当（☎５６１-９１９７）

平成26年度東山学区民体育祭日程表10月から国民健康保険料の特別徴収が開始さ
れる方へ
　対象となる方には、７月に特別徴収（年金から
の引き落とし）の開始通知をお送りしています。
　口座振替により確実に納付していただける方
は、口座振替による納付に変更することができ
ます。ご希望の方は、金融機関に口座振替をお
申し込みのうえ、保険年金課に納付方法の変更
をお申し出ください。お申し出後、３～４カ月
後に特別徴収が停止されます。
問＝保険年金課資格担当（☎５６１-９１９７）

おたのしみ会
日時　９月27日(土）　午前11時～
内容　絵本の読み聞かせと紙芝居
10月のテーマ図書の展示と貸出
「秋」（一般書・児童書）「おいしい」（絵本）
期間　10月１日（水）～10月31日（金）
区内私立保育園児絵画展
期間　10月１日（水）～10月31日（金）

ステージサポートプラン・YU’Z
　発表や公演などを控えているグループを対象
に、創造活動室を中心としたセンターの空間を
練習場所としてご利用いただけるプランを実施
しています。公演前に集中して創作できるプラ
ンとして、ぜひご活用ください。
施設使用料　無料
利用期間　平成27年３月31日まで
申込方法　担当者と面談のうえ、申請書を提出
※公演・発表が決まった！というグループは、ま
ず東山青少年活動センターまでご相談ください。
対象　市内に在住もしくは、通勤・通学先のあ
る13歳～30歳までのメンバーが中心で、発表
や公演の日時・場所が決定しているグループ
内容　練習場所は、３カ月先まで最大で24時
間予約可能
※詳細・お申し込みについては東山青少年活動
センターまで

手づくりラジオ体験 ～作って、聞いて、声を
とろう！～
日時　10月18日（土）午後１時30分～４時30分
場所　東山いきいき市民活動センター
内容　手づくりのラジオづくり・収録体験
対象　小学生 
定員　15人（保護者同伴可）。先着順
参加費　1,039円（ラジオキット代）
○申＝東山いきいき市民活動センター（☎５４１-５
１５１）（Eメール：higashiyama.ikisen@npo-
net.or.jp）

東 山 図 書 館
東山区総合庁舎南館２階　☎541-5455
開館：午前９時30分～午後5時
　　  （平日の月・木曜日は午後７時まで）
休館：毎週火曜日

東 山 青 少 年 活 動 セ ン タ ー
東山区総合庁舎２階　☎541-0619
開館：午前10時～午後9時
 　　 （日曜日、祝日は午後６時まで）
休館：毎週水曜日

東山いきいき市民活動センター
東山区三条通大橋東入２丁目下る巽町442番地の９
☎541-5151
開館：午前10時～午後９時
 　　 （日曜日は午後５時まで）
休館：毎週火曜日

※時間、会場、問い合わせ先などは、掲載記事をご覧ください。

行事名 掲載面
15 月・祝
16 火
17 水 相談  弁護士による無料法律相談 （4）
18 木
19 金
20 土 秋の交通安全大会「交通事故ストップin東山」 （3）
21 日
22 月
23 火・祝
24 水 相談  弁護士による無料法律相談 （4）
25 木
26 金 「東山おもてなし学校」第1回講習会申込締切 （2）
27 土 図書館  おたのしみ会 （4）
28 日
29 月
30 火

行事名 掲載面

1 水 

食育セミナー「秋の味覚の旬野菜クッキング♪」
申込み受付開始（～17日） （3）

相談  弁護士による無料法律相談 （4）

図書館
10月のテーマ図書の展示と貸出（～31日）

（4）
区内私立保育園児絵画展（～31日）

2 木 相談  行政相談委員による無料行政相談 （4）
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水 相談  弁護士による無料法律相談 （4）
9 木 「東山おもてなし学校」第1回講習会 （2）
10 金
11 土
12 日
13 月・祝
14 火

カレンダー ９/15～ 10/14

９月 

１０月

平成26年秋の全国交通安全運動
９月21日～９月30日

秋空に　無事故を誓う　京の道

学　区 日　時 予備日 場　所

六　原 9月28日（日）
9：00～ 10月12日（日） 開睛館

グラウンド

清　水 9月28日（日）
9：00～ 10月19日（日） 元清水小学校

校庭

一　橋 10月5日（日）
9：00～ 10月12日（日） 東山泉小中学校

西学舎校庭

修　道 10月12日（日）
8：30～ 10月19日（日） 白河総合支援学校

東山分校校庭

月　輪 10月12日（日）
8：30～ 10月13日（月・祝） 元月輪小学校

校庭

新　道 10月12日（日）
9：00～ 10月13日（月・祝） 元新道小学校

校庭

貞　教 10月12日（日）
9：00～ 10月13日（月・祝） 元貞教小学校

校庭

今熊野 10月12日（日）
9：00～ 10月13日（月・祝） 元今熊野小学校校庭

有　済 10月12日（日）
10：00～ 10月13日（月・祝） 元有済小学校

校庭

粟　田 10月19日（日）
9：30～ 10月26日（日） 元白川小学校

校庭


